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救
急
車
の
出
場
件
数
は
増
加
傾

向
で
あ
り
、
中
に
は
緊
急
性
の
低

い
も
の
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

市
消
防
本
部
で
は
、
休
日
・
夜

間
の
医
療
情
報
案
内（
緯
４
７
１
・

０
１
１
９
）
を
行

う
ほ
か
、
東
京
民

間
救
急
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
（
ナ
ビ
ダ

イ
ヤ
ル
緯
０
５
７

０
・
０
３
９
・
０

９
９
〈
P
H
S
等
、
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ

ル
が
使
用
で
き
な
い
場
合
は
緯
０

３
・
３
２
６
２
・
０
０
３
９
〉）
へ

の
問
い
合
せ
や
相
談
等
、
協
力
を

お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　

急
な
病
気
や
ケ
ガ
を
し
た
場
合

　

市
で
は
、
満　

歳
以
上
の
市
民

２０

の
中
か
ら
無
作
為
に
抽
出
し
た
２

０
０
０
人
を
対
象
に
、
施
策
成
果

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
結
果
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

施
策
成
果
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の

有
効
回
収
数
は
９
２
７
人
で
、
回

収
率
は　
・
４
㌫
で
し
た
。
こ
の

４６

調
査
は
、
市
が
行
っ
て
い
る
施
策

に
市
民
の
意
識
や
行
動
、
行
政
サ

ー
ビ
ス
に
対
す
る
満
足
度
な
ど
の

現
状
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
、
市

民
の
皆
さ
ん
の
声
を
直
接
お
聞
き

す
る
も
の
で
す
。

　

今
後
も
こ
の
よ
う
な
施
策
成
果

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
継
続
し
て
い

き
ま
す
。ぜ
ひ
、ご
協
力
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
施
策
成
果
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
報
告
書
は
、
７
月
１
日
（
水
）

か
ら
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開

す
る
ほ
か
、
市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

　

中
央
公
民
館
は
昭
和　

年
９
月

６０

に
完
成
・
オ
ー
プ
ン
し
た
施
設
で
、

現
在
、
教
育
委
員
会
が
直
接
管
理

運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
現
在
取
り
組
ん
で
い

る
市
政
構
造
改
革
を
確
実
な
も
の

と
す
る
た
め
、　

年
４
月
か
ら
生

２２

涯
学
習
セ
ン
タ
ー
に
名
称
を
改
め

る
と
と
も
に
、
指
定
管
理
者
制
度

を
導
入
し
、
指
定
管
理
者
（
法
人
・

団
体
）
に
管
理
運
営
を
委
任
す
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
な
お
、
こ

の
制
度
導
入
の
目
的
は
、
民
間
等

が
有
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
や
ア
イ
デ
ア

　

市
で
は
、
将
来
の
子
育
て
像
と

し
て
、「
子
ど
も
が
の
び
の
び
心
豊

か
に
育
つ
ま
ち
、ひ
が
し
く
る
め
」

を
掲
げ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の

実
現
に
向
け
て
、
家
庭
・
地
域
社

会
・
事
業
主
・
行
政
等
、
社
会
全

体
で
子
ど
も
自
身
の
成
長
や
子
育

て
家
庭
を
支
援
し
、
家
庭
に
お
い

て
子
育
て
の
喜
び
が
実
感
で
き
、

地
域
社
会
の
中
で
子
ど
も
た
ち
が

健
や
か
に
成
長
し
て
い
く
こ
と
の

　
「
東
久
留
米
市
地
区
計
画
の
区

域
内
に
お
け
る
建
築
物
の
制
限
に

関
す
る
条
例
」
が
７
月
１
日
（
水
）

か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
条
例
は
、
地
区
計
画
が
定

　

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進

を
図
る
た
め
、
次
に
該
当
す
る
新

築
さ
れ
た
「
住
宅
」
に
対
し
て
は
、

当
該
家
屋
に
対
す
る
固
定
資
産
税

を
新
築
の
翌
年
度
か
ら
５
年
度
分

（
中
高
層
耐
火
建
築
物
に
あ
っ
て

は
７
年
度
分
）
の
税
額
か
ら
２
分

の
１
を
減
額
（
た
だ
し
、
床
面
積

１
２
０
平
方
㍍
が
限
度
）
し
ま
す
。

　
【
対
象
】６
月
４
日
～　

年
３
月

２２

　

日
に
新
築
さ
れ
た
住
宅

３１
　
【
要
件
】長
期
優
良
住
宅
の
普
及

の
促
進
に
関
す
る
認
定
基
準
（
耐

久
性
、
可
変
性
、

維
持
管
理
の

容
易
性
等
）
に

基
づ
き
、
行
政

庁
の
認
定
を

受
け
て
新
築

さ
れ
た
住
宅
で
あ
る
こ
と

　

※
こ
の
特
例
措
置
は
、
現
行
の

　

市
で
は
、　

年
度
の
固
定
資
産

２２

税
の
基
と
な
る
土
地
・
家
屋
調
査

を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
土
地
の
調

査
は
、
そ
の
土
地
の
利
用
状
況
か

ら
現
況
地
目
を
調
査
す
る
も
の
で

す
。
家
屋
の
調
査
は
、
適
正
な
評

価
を
算
出
す
る
た
め
、　

年
中
に

２１

新
築
・
増
築
・
改
築
し
た
建
物
を

対
象
に
、
建
物
の
外
回
り
と
内
部

を
見
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。　

調

査
に
は
市
の
職
員
が
お
伺
い
し
ま

す
（
身
分
証
明
書
を
携
帯
し
て
い

ま
す
）。事
前
に
連
絡
が
困
難
な
場

で
き
る
環
境
を
作
り
出
す
こ
と
を

目
指
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
募
集
を
行
う
企
画
提
案
は
、

市
内
に
あ
る
旧
大
道（
お
お
み
ち
）

幼
稚
園
跡
地
の
公
有
財
産
を
有
効

活
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

民
間
の
意
向
や
ノ
ウ
ハ
ウ
等
が
反

映
さ
れ
た
斬
（
ざ
ん
）
新
な
企
画

を
有
す
る
優
れ
た
事
業
の
企
画
提

案
を
求
め
て
い
ま
す
。
な
お
、
公

募
要
領
の
説
明
会
お
よ
び
現
地
案

内
を
実
施
し
ま
す
。

　
【
公
募
要
領
の
説
明
会
日
時
】７

月　

日
（
木
）
午
後
１
時
半
～
４

２３
時
ご
ろ
（
現
地
案
内
含
む
）

　
【
説
明
会
の
会
場
】市
役
所
７
階

７
０
２
会
議
室

　
【
現
地
】
旧
大
道
幼
稚
園
（
前
沢

４
ノ　

ノ
８
。
現
地
ま
で
は
マ
イ

２５

ク
ロ
バ
ス
で
移
動
予
定
）

　
【
公
募
期
間
】７
月　

日（
金
）～

２４

９
月　

日
（
水
）

３０

　
【
公
募
資
格
】法
人
で
あ
る
こ
と

　

公
募
要
領
は
７
月
１
日
（
水
）

か
ら
子
育
て
支
援
課
（
市
役
所
２

階
）
で
配
布
し
ま
す
（
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
入
手
で
き
ま
す
）。

　

詳
し
く
は
同
課
児
童
係
緯
４
７

０
・
７
８
４
７
へ
。

な
ど
を
活
用
し
、
市
民
サ
ー
ビ
ス

の
向
上
と
施
設
の
管
理
運
営
経
費

の
縮
減
を
図
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

　
【
公
募
要
項
配
布
】
７
月
１
日

（
水
）
か
ら
中
央
公
民
館
窓
口
で

配
布
ま
た
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
し
ま
す

　
【
審
査
書
類
提
出
締
切
日
】８
月

　

日
（
月
）

１０
　

※
詳
細
は
同
要
項
を
参
照
し
て

く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
公
民
館
☎
４
７
３
・

７
８
１
１
へ
。

め
ら
れ
て
い
る
区
域
に
お
い
て
、

地
区
整
備
計
画
に
定
め
ら
れ
た

「
建
築
物
等
に
関
す
る
事
項
」
の

主
要
な
も
の
を
条
例
と
し
て
定
め

て
い
ま
す
。
条
例
で
定
め
た
事
項

は
、
建
築
物
等
の
新
築
・
増
改
築

を
行
う
と
き
に
必
要
な
建
築
確
認

申
請
の
審
査
対
象
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
違
反
し
た
場
合
は
、
建
築

基
準
法
に
基
づ
く
違
反
是
正
の
対

象
に
な
る
ほ
か
、
条
例
に
定
め
る

罰
則
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
よ
り

良
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
、
皆
さ

ん
の
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
【
地
区
計
画
の
区
域
】柳
窪
地
区

地
区
計
画
区
域
▼
東
久
留
米
駅
西

口
地
区
地
区
計
画
区
域
▼
東
久
留

米
駅
東
口
地
区
地
区
計
画
区
域
▼

東
久
留
米
駅
東
口
第
二
地
区
地
区

計
画
区
域
▼
上
の
原
地
区
地
区
計

画
区
域
▼
ひ
ば
り
が
丘
地
区
地
区

計
画
区
域

　

※
条
例
お
よ
び
地
区
計
画
の
内

容
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
都
市
計
画
課
土
地
利

用
計
画
担
当
緯
４
７
０
・
７
７
６

８
へ
。

建
築
制
限
条
例
を

　
　
　
　
　

施
行
し
ま
す

新
築
住
宅
特
例
に
代
え
て
適
用
し

ま
す
。
な
お
、
そ
の
他
の
固
定
資

産
税
減
額
制
度
と
し
て
は
、
改
修

固
定
資
産
税

長
期
優
良
住
宅
（
２
０
０
年
住
宅
）

　
　
　

特
例
措
置
を
創
設
し
ま
し
た

工
事
に
伴
う
①
耐
震
改
修
住
宅
軽

減
②
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
住
宅
軽

減
③
省
エ
ネ
改
修
住
宅
軽
減
、
が

あ
り
ま
す
。

　

申
請
は
認
定
通
知
書
の
写
し
を

添
え
て
課
税
課
家
屋
資
産
税
係

（
市
役
所
２
階
）
へ
。

　

詳
し
く
は
同
係
緯
（
内
線
２
３

４
２
～
２
３
４
４
）
へ
。

合
は
、
予
告
な
し
に
伺
う
こ
と
も

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

　
【
お
願
い
】建
物
の
全
部
ま
た
は

一
部
を
取
り
壊
し
た
場
合
や
建
物

を
増
築
さ
れ
た
場
合
は
、
登
記
・

未
登
記
に
か
か
わ
ら
ず
課
税
課
家

屋
資
産
税
係
（
内
線
２
３
４
２
～

２
３
４
４
）、
土
地
資
産
税
係
（
内

線
２
３
３
８
～
２
３
４
１
）
へ
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
係
へ
。

土
地
家
屋
調
査
に

　
　
　
　
　

ご
協
力
く
だ
さ
い

（
市
役
所
２
階
）、
中
央
・
滝
山
・

東
部
・
ひ
ば
り
が
丘
の
各
図
書
館
、

企企企企企企企企企企企企企企企企企企企企企画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画画提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提提案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案企画提案をををををををををををををををををををををを
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下
里
・
南
町
の
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

図
書
室
、
野
火
止
地
区
セ
ン
タ
ー

図
書
室
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

　

詳
し
く
は
企
画
調
整
課
行
財
政

改
革
担
当
緯
４
７
０
・
７
７
０
２

へ
。

　小・中学校では、保護者の皆さんか
ら納入される給食費で安全な食材を購
入し、栄養摂取基準を満たした献立を
作成し、衛生的な調理を行ない、児童・
生徒へ学校給食を提供しています。
　学校給食費は納め忘れがないよう、
納入にご協力をお願いします。なお、
事情で納入が困難な場合には、在学す
る各小・中学校の校長および副校長、
担任教師、栄養士（中学校は学務課内
栄養士）へご相談ください。
　詳しくは学務課保健給食係緯４７０・
７７７９へ。

学校給食費学校給食費のの
納め忘れはありません納め忘れはありませんかか

会
学
務
課
（
市
役
所
６
階
）

　

※
電
話
で
の
受
け
付
け
も
可
。

　
【
相
談
内
容
】子
ど
も
の
発
達
や

日
常
の
様
子
に
つ
い
て

　

詳
し
く
は
学
務
課
就
学
相
談
員

緯
４
７
０
・
７
７
７
９
へ
。

市の新たな子育て

支援機能について

指
定
管
理
者
を

　
　
　
　
　

募
集
し
ま
す

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
の７

月
１
日
か
ら

情
報
公
開
制
度
の
利
用
状
況
と

個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
用
状
況

に
、「
救
急
車
を
呼
ん
だ
方
が
い
い

の
か
な
」「
今
す
ぐ
病
院
に
行
っ
た

ほ
う
が
い
い
の
か
な
」
な
ど
、
迷

っ
た
際
の
相
談
窓
口
と
し
て
、「
東

京
消
防
庁
救
急
相
談
セ
ン
タ
ー
」

（
♯
７
１
１
９
ま
た
は
緯
０
４

２
・
５
２
１
・
２
３
２
３
〈
多
摩

地
区
〉）を
開
設
し
て
い
ま
す
。
同

セ
ン
タ
ー
で
は
、
こ
れ
ら
の
相
談

に
相
談
医
療
チ
ー
ム
（
医
師
、
看

護
師
、救
急
隊
経
験
者
等
の
職
員
）

が　

時
間
年
中
無
休
で
対
応
し
て

２４
い
ま
す
。

　

救
急
車
の
適
正
利
用
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
市
消
防
本
部
緯
４
７

１
・
０
１
１
９
へ
。

夜
間
・
休
日
納
税
相
談
窓
口

ご
利
用
く
だ
さ
い

結
果
が
ま
と
ま
り
ま
し
た

市
の
施
策
成
果
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

就学予定

児童・生徒の

就学相談

ご利用ください

　

教
育
委
員
会
で
は
、
来
春
小
・

中
学
校
へ
入
学
す
る
お
子
さ
ん
で
、

病
気
や
心
身
に
障
害
が
あ
る
た
め

に
不
安
を
感
じ
て
い
る
保
護
者
の

方
を
対
象
に
就
学
相
談
を
受
け
付

て
い
ま
す
。
一
人
ひ
と
り
の
お
子

さ
ん
が
将
来
に
向
け
て
可
能
性
を

最
大
限
に
伸
ば
す
た
め
、
適
切
な

学
校
教
育
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
、就
学
相
談
員
が
相
談
・

情
報
提
供
を
行
い
ま
す
。

　
【
受
付
開
始
日
】７
月
１
日（
水
）

か
ら

　
【
受
付
時
間
】午
前
９
時
～
午
後

４
時

　
【
受
付
・
相
談
会
場
】
教
育
委
員

ご
協
力
く
だ
さ
い

救
急
車
の
適
正
利
用
と

　
　
　
　

民
間
救
急
の
ご
利
用

　

夜
間
と
休
日
に
納
税
相
談
窓
口

を
開
設
し
ま
す
。
市
・
都
民
税
、

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、
国

民
健
康
保
険
税
等
、
市
税
等
の
納

め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
仕
事

な
ど
で
平
日
の
相
談
が
困
難
な
方

は
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

　

※
相
談
の
場
合
は
、
事
前
に
来

庁
の
日
時
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
料
、
保
育
園
保
育
料
、

学
童
保
育
料
は
納
付
書
を
持
参
し

て
い
た
だ
け
れ
ば
、
領
収
し
ま
す
。

　
【
ご
注
意
】納
税
証
明
書
の
発
行

は
で
き
ま
せ
ん

夜
間
納
税
相
談
窓
口

　

【
日
時
】
７
月
８
日
（
水
）・
９

日
（
木
）
の
い
ず
れ
も
午
後
８
時

ま
で休

日
納
税
相
談
窓
口

　

【
日
時
】
７
月　

日
（
土
）・　

１１

１２

日
（
日
）
の
い
ず
れ
も
午
前
９
時

～
午
後
４
時

　

【
会
場
】
夜
間
・
休
日
の
い
ず
れ

も
納
税
課
（
市
役
所
２
階
）

　

詳
し
く
は
同
課
緯
４
７
０
・
７

７
３
０
へ
。

個
人
情
報
保
護
制
度
の

運

用

状

況

　

市
で
は
、
個
人
情
報
の
取
り
扱

い
の
基
本
的
事
項
を
定
め
、
個
人

の
権
利
利
益
の
侵
害
を
未
然
に
防

止
す
る
た
め
に
東
久
留
米
市
個
人

情
報
保
護
条
例
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

年
度
の
運
用
状
況
は
、
次
の
通

２０り
で
す
。

　

個
人
情
報
の
開
示
お
よ
び
訂
正

請
求
の
処
理
状
況
は
、　

件
中
、

２４

開
示
決
定
８
件
、
一
部
開
示
決
定

８
件
、
非
開
示
決
定
１
件
、
不
存

在
７
件
、
取
下
げ
０
件
で
、
訂
正

請
求
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま

た
、
開
示
請
求
等
に
対
す
る
決
定

に
つ
い
て
の
不
服
申
し
立
て
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

情
報
公
開
制
度
の 

利

用

状

況

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
知

る
権
利
を
保
障
し
、
市
の
諸
活
動

を
説
明
す
る
責
任
を
全
う
す
る
た

め
、
東
久
留
米
市
情
報
公
開
条
例

を
定
め
て
い
ま
す
。　

年
度
の
利

２０

用
状
況
は
、
次
の
通
り
で
す
。

　

公
文
書
の
開
示
請
求
は　

件
中
、

５８

開
示
９
件
、
一
部
開
示　

件
、
非

３３

開
示
０
件
、
文
書
不
存
在　

件
、

１４

取
下
げ
２
件
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
開
示
請
求
に
対
す
る
決
定

に
つ
い
て
の
不
服
申
し
立
て
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

詳
し
く
は
企
画
経
営
室
総
務
課

法
務
・
文
書
担
当
緯
４
７
０
・
７

７
１
４
へ
。

２０年度


